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基
本
動
向
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九
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館
主
号

現
代
交
通
政
策
の
基
本
動
向

|
|
ケ
ネ
デ
ィ
教
書
と
交
通
基
本
問
題
調
査
会
答
申
|
|

中

西

健

一

日

じ

め

に

一
ケ
ネ
デ
ィ
教
書
の
現
実
的
背
景
l

|交
通
経
済
地
造
の
宜
容

=
ケ
ネ
デ
f
教
書
l

|
「
園
内
交
通
」
政
策
の
問
題
点

田
主
通
政
雄
転
換
を
め
ぐ
る
底
流
と
動
向

五

む

す

び

l
i交
通
基
木
問
題
調
査
会
答
申
批
判

は

じ

め

昭
和
三
七
年
八
月
二
日
池
田
首
相
か
ら
「
わ
が
国
の
陸
上
交
通
に
関
す
る
総
合
的
施
策
に
つ
い
て
」
怠
見
を
求
め
ら
れ
て
い
た
交
通
基

本
問
題
調
査
会
が
一
年
半
の
審
議
の
の
ち
一
一
一
九
年
二
一
月
二
七
日
そ
の
答
申
を
提
出
し
た
。
答
申
は
第
一
編
「
交
通
体
系
に
つ
い
て
」
、
第

二
編
「
大
都
市
交
通
に
つ
い
て
」
、
第
三
編
「
交
通
安
全
に
つ
い
て
」
の
三
編
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、

緊
急
の
対
症
療
法
的
施
策
が

列
挙
さ
れ
て
い
る
第
二
編
、
第
三
編
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
注
目
さ
れ
る
の
は
国
内
交
通
体
系
に
関
す
る
基
本
的
見
解
と
し
て
綜
合
的
交

i

通
政
策
と
い
う
立
場
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
答
申
に
よ
れ
ば
、
綜
合
的
交
通
政
策
の
接
心
と
な
る
の
は
、
利
用
者
の
自
由
な
選



択
に
よ
る
合
理
的
な
交
通
市
場
の
確
立
で
あ
り
、
け
自
立
的
経
首
、
ゆ
利
用
者
負
担
、
日
開
公
正
競
争
の
三
原
則
が
そ
の
前
提
と
な
る
と
い

う
。
す
で
に
具
体
的
な
策
定
作
業

ιか
か
っ
て
い
る
国
鉄
の
第
三
次
長
期
(
六
ヶ
年
)
計
画
案
や
私
鉄
の
第
二
次
三
ヶ
年
計
画
で
は
、
利

用
者
負
担
原
則
に
の
っ
と
っ
た
運
賃
引
上
の
要
請
が
つ
よ
く
う
ち
出
さ
れ
て
い
る
が
、
も
し
こ
の
」
う
な
交
通
政
策
が
具
体
化
さ
れ
る
な

ら
ば
、
交
通
産
業
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
国
民
経
済
と
閏
民
生
活
も
大
き
な
影
響
を
う
け
ざ
る
を
え
な
い
。

し
か
し
基
本
問
題
調
査
会
答
申
が
打
出
し
た
右
の
よ
う
な
考
え
方
は
必
ず
し
も
特
殊
B
木
的
な
も
の
で
は
な

f
、
現
代
資
本
主
義
の
交

通
政
策
が
指
向
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
先
進
同
盟
の
突
通
政
策
へ
の
接
近
を
計
っ
た
と
い
ト
う
点
に
答
申
の
最
大
の

特
色
が
認
め
ら
れ
よ
う
。
「
独
占
か
ら
競
争
へ
」
と
い
わ
れ
る
、
一
見
経
済
の
一
般
的
論
引
に
逆
行
す
る
よ
う
な
、
現
代
交
通
政
策
の
基

調
変
化
は
、
一
九
二

C
年
代
に
始
ま
り
、
第
二
次
大
戦
後
と
く
に
進
行
し
た
交
通
構
造
の
高
度
化
と
多
様
化
が
生
み
だ
し
た
矛
盾
を
、
競

争
条
件
の
平
等
化
と
国
家
介
入
の
抑
制
と
い
う
方
向
で
解
決
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
あ
る
意
味
で
交
通
部
門
の
内
的
論
理
に
し

た
が
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
効
果
に
つ
い
て
、
と
く
に
突
通
の
も
つ
公
益
性
と
の
関
係
で
重
大
な
問
題
を
は
ら
ん
で
い
る
ロ

故
ケ
ネ
デ
ィ
大
統
領
の
議
会
へ
の
教
書
『
わ
が
国
の
交
通
制
島
』

(
一
九
六
二
年
四
月
)
は
、
こ
の
よ
う
な
矛
盾
、
交
通
危
機
に
な
や
ま

さ
れ
る
こ
と
も
っ
と
も
著
し
い
ア
メ
リ
カ
で
、
競
争
的
交
通
政
策
へ
の
思
い
き
っ
た
転
換
を
打
出
し
た
も
の
で
あ
り
、
現
代
交
通
政
策
の

方
向
と
そ
の
本
質
は
こ
れ
に
よ
っ
て
も
っ
と
も
明
瞭
に
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

ケ
ネ
デ
ィ
教
書
は
も
と
よ
り
偶
然
的
突
発
的
な
も
の
で
は
な
く
、

一
九
五

0
年
代
以
来
拾
頭
し
て
き
た
主
張
の
発
展
的
帰
結
で
あ
り
、

交
通
経
済
構
造
の
矛
盾
の
発
展
に
対
し
て
な
さ
れ
て
き
た
従
来
の
姑
息
な
部
分
的
対
症
療
法
的
政
策
、
そ
の
表
現
を
か
れ
ば
、

「
特
定
の

時
点
で
特
定
産
業
の
特
定
の
問
題
の
解
決
を
目
的
と
し
た
特
定
の
行
動
の
歴
史
か
ら
う
ま
れ
た
、
首
尾
一
賀
し
な
い
、
し
ば
し
ば
陳
腐
化

し
て
い
る
法
律
と
統
制
の
雑
多
な
つ
ぎ
は
ぎ
細
工
」
(

伊

の

F
E
t
c
-
u
E
。F
4
C円
r
E
E
B
E
E
R
E
E
ι

。p
o
ロ。官。
-
2
0
-
o凹
i

現
代
安
辿
政
競
の
基
本
動
向

第
丸
十
四
荘

=一一九九

第
五
号



第
五
号

E
E
C。ロ

Eι
百
四
己
主
5
ろ
か
ら
統
制
緩
和
・
補
助
金
削
減
に
よ
る
競
争
の
機
会
均
等
、
フ
ル
・
コ
ス
ト
の
利
用
者
負
担
の
原
則
に
よ

場
ぼ
ホ
通
政
策
の
基
本
動
向

第
九
十
四
巻

8 

回

る
合
理
的
総
合
的
交
通
政
策
へ
の
移
行
を
柱
と
し
た
具
体
的
な
政
策
提
言
を
含
ん
で
い
る
が
、
あ
た
ら
し
い
交
通
政
策
を
め
ぐ
る
各
界
の

利
害
関
係
の
か
ら
み
あ
い
は
き
わ
め
て
複
雑
で
あ
り
、
ジ
ョ
ン
ソ
ジ
政
権
に
受
け
つ
が
れ
た
教
書
の
具
体
化
、
立
法
化
に
陰
に
陽
に
影
響

を
及
ぼ
し
て
い
る

ケ
ネ
デ
ィ
教
書
に
つ
い
て
は
す
で
に
わ
が
国
で
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
品
、
わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
冒
頭
に
述
ベ
た
突
通
基
本
問
題
調
査
会

答
申
を
ひ
ろ
い
視
野
か
ら
眺
め
、
そ
れ
に
た
い
す
る
見
解
を
定
め
る
た
め
に
も
、
ま
ず
現
代
交
通
政
策
の
基
本
方
向
壱
リ
ー
ド
し
て
い
る

ケ
早
デ
ィ
教
書
を
中
心
と
す
る
ア
メ
リ
カ
の
交
通
政
策
の
新
閃
展
に
つ
い
て
掘
り
さ
げ
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
と
考
え
る
。
そ
の
際

利
用
す
べ
き
資
料
と
し
て
も
っ
と
も
有
益
な
も
の
は
お
そ
ら
く
『
ド
イ
ル
報
告
書
』
で
あ
ろ
む
。
こ
れ
は
上
院
の
決
議
に
よ
っ
て
組
織
さ

れ
た
ト
『

4
U

ワ
コ
可
百
を
長
と
す
る
特
別
調
査
団
が
一
九
六

O
年
二
一
月
に
上
院
州
墜
商
業
外
国
貿
易
委
員
会
に
提
出
し
た
突
通
政
策
に

関
す
る
走
大
な
報
告
書
で
あ
る
。
こ
の
報
告
書
の
勧
告
が
す
べ
て
そ
の
ま
ま
教
書
で
採
用
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
多
く
の
点
で

一
致
し
て
お
り
、
と
り
わ
け
包
括
的
で
詳
細
な
そ
の
事
実
記
述
は
教
書
の
勧
告
、
ア
メ
り
カ
突
通
政
策
の
新
展
開
の
基
盤
的
条
件
の
認
識

に
必
須
の
文
献
で
あ
る
。

山

M1宮
円
、
RN書
官
、
宣
言
お
同
古
川
言
。
H

Eミ

h
q
S号
、
足
E
Z唱
し
、
ミ
芯
忌
GHU耳
切
丘
、
珪
宅
内
宮
円
、
芯
鴨
川
見

h
N
E
E沼
田
E

Z
。
片
岡
O
U
H
2
2平

2
4
0
F
ロo
n
己ヨ
EHAい

2
0・
日

E
(見
内
甘
口
。
ロ
mTNmmwmm)
〉

U
H
-
-
F
Z自

同
大
森
一
一
『
吏
通
政
策
の
変
逗
と
そ
の
動
向
』
(
末
定
稿
)
一
九
六
周
年
、
中
史
書
房
、
一
二
一
己
瓦
以
下
。
小
池
郁
雄
「
ケ
不
デ
ィ
交
通
政
策
の
具
体
也
立
法
化
の
問

自
-
『
運
輸
と
経
済
』
第
二
率
第
二
号
な
ど
。

同

~q-EN2NRNNU122Eza時
号
、
1
2子
、
吉
町
苦
言
ぬ
ミ
口
、
RNE
ミ
色
町
名
ミ
プ
も
見
込
町
MZR叫
¥
宅

NFG
町
n
q
草
お
札
鴨
川
宮
室
町
諸
君
、
ω宮
古

E
R州『ミ、
-sha

明言語、

zp
町一

hEhww
昔、ユ
ω

コ
百
印
旬
。
2
包
盟
邑
可

P

E
。

opp自
ω
U
O
Z
E
H
Oロ
F
-
5
2
5
F
O
戸
ω
L
E
P
巴
E
凶
こ
の
部
分
的
紹
介



向 と
」し

『て

語は
凶

と原
1径栄
済ー
』

雪面
哲お
車け
ノ 、 る

号鉄
が t首

言書
v 規

制l
政
策
の
研
究
」

大
分
大
学
『
経
掛
論
集
』

一
九
六
一
年
一

O
月
、
柄
沢
貞
治
郎
「
米
国
に
お
け
る
運
輸
の
傾

ケ
ネ
デ
ィ
教
書
の
現
実
的
背

ER--交
通
経
済
構
造
の
変
容

ド
イ
ル
報
告
書
は
い
う

l
l
「
危
険
な
欠
陥
や
深
刻
な
問
題
を
か
か
え
て
は
い
る
が
、
今
日
合
衆
国
の
国
内
交
通
制
度
は
全
般
的
危
機

(
偶

2
2己
ロ
ロ
ヨ
る
に
は
落
入
っ
て
い
な
い
。

-
i
し
か
し
将
来
の
適
切
で
効
率
的
な
わ
が
国
の
交
通
制
度
と
健
全
な
一
般
運
送
業
(
の
?

を呂

豪i
すり
る 円止

条 号

件 d
と#
な T
る司 J

A び

品工
ろ ニ

こ"よ
。う

な

意
向
占f

現
れ
て
U 、
る

「
一
の
傾
向
が
続
付
ば
、
数
年
で
わ
が
国
交
通
史
上
第
二
の
大
危
機

ケ
ネ
デ
ィ
教
書
壱
促
が
し
た
現
実
的
背
景
は
ご
の
危
機
感
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

で
は
こ
の
危
機

感
の
実
体
壱
な
す
「
諸
傾
向
」
と
は
何
か
。

一
般
運
送
業
と
り
わ
け
そ
の
中
心
で
あ
る
鉄
道
の
衰
退
で
あ
る
。
以
下
若
干
の
指
標
に
よ
っ

て
そ
の
実
態
を
み
よ
う
。

村

一
般
運
送
業
の
相
対
的
低
下

合
衆
国
で
は
一
九
四
六
一
九
五
九
年
に
実
質
国
民
総
生
産
は
約
二
六
%
増
加
し
た
が
、

都
市
同
(
長
距
離
)
貨
物
運
送
ト

γ
・
マ
イ
一

ル
は
約
四
O
%
と
国
民
総
生
産
を
上
廻
っ
た
。
だ
が
規
制
業
者
の
割
合
は
そ
の
間
七
九
%
か
ら
六
七
%
へ
と
低
下
し
た
。
こ
れ
は
一

0
0

%
規
制
を
、
つ
け
て
い
る
鉄
道
の
絶
対
的
減
少
と
大
部
分
が
規
制
を
免
れ
て
い
る
内
陸
水
運
・
道
路
運
送
と
く
に
後
者
の
飛
躍
的
増
大
に
よ

る
も
の
で
あ
5
0

一
九
四
六
年
に
五
一
六
億
}
ン
マ
イ
ル
に
す
ぎ
な
か
っ
た
非
規
制
道
路
運
送
は
一
九
五
九
年
に
は

7
九
七
二
億
t

γ

マ
イ
ル
へ
と
こ
・
五
倍
も
ふ
え
て
い
る
(
第
1
表
参
照
〉
。
現
在
の
趨
勢
の
ま
ま
進
め
ば
、
都
市
間
運
送
の
約
四
分
の
三
を
占
め
て
い

る
規
制
業
者
の
割
合
は
一
九
七
五
年
に
は
六
一
%
に
落
ち
る
も
の
と
推
算
さ
れ
て
い
お
。

現
代
交
通
政
策
の
某
本
動
向

第
九
十
四
巻

四

O 

館
亙
号

主



現
代
交
通
政
策
の
基
木
動
向

LJ 1Jトγマイ
Fレ

1946 1 0.1 

1958 i 0.6 
19591 0.8 

1) 10{l%規制。
2) %は内陸水運報告書の標本調査数?宇による。
誌 ICC，CAB， Bureau of Public Roads の統計から得られた数字であり，

National Tr.出 向:tortati師 Policy，p. 50による。

第 1圭

602.1 

558.7 

582.0 

第
九
十
四
巻
同

O
二

同

鉄
道
の
衰
退

三
O
年
以
上
に
わ
た
っ
て
続
い
て
い
る
一
般
運
送
業
の
代
表
的
存
在
で
あ
る
鉄
道
の
比
重

第
五
号

プミ

の
低
下
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
合
衆
国
の
閣
内
交
通
に
生
じ
た
も
っ
と
も
顕
著
な
現
象
で

あ
る
。
鉄
道
旅
客
輸
送
は
、
第
二
次
大
戦
中
の
顕
著
な
回
復
を
除
い
て
、
す
で
に
一
九
二
六

て
は
、

年
以
来
減
退
を
続
け
て
い
る
。
こ
れ
に
た
い
し
貨
物
運
送
は
、
三

0
年
代
の
大
不
況
を
除
い

一
九
五
六
年
ま
で
は
増
加
し
て
い
た
、
が
そ
れ
以
後
絶
対
的
減
少
に
入
り
、
鉄
道
の
.

斜
陽
化
が
決
定
的
段
階
に
達
し
た
こ
と
を
示
す
と
と
も
に
根
本
的

対
策
を
必
至
と
す
る
に
い
た
っ
た
。

(a) 

鉄
道
輸
送
の
相
対
的
低
下

旅
客
の
一
般
運
送
業
に
占
め
る
鉄
道
の
割
合
は
一
九
二
六
年
の

八
四
%
か
ら
一
九
五
九
年
に
は
三
二
%
に
ま
で
低
下
し
た
。

五
九
年
に
は
旅
客
輸
送
の
九

O
w
mは
私
的
乗
用
自
動
車
の
占
め
る

と
こ
ろ
と
な
り
、

一
般
運
送
三
業
種
に
あ
っ
て
は
空
運
の
み
成
長

的
で
、
鉄
道
と
パ
ス
は
衰
退
の
一
途
を
辿
り
、
鉄
道
の
ジ
ェ
ア
l

は
わ
ず
か
に
=
一
%
に
と
ど
ま
ヮ
て
い
る
(
第
2
表
参
照
1

一
方
鉄
道
に
よ
る
貨
物
運
送
も
ま
た
、
他
の
運
送
手
段
の
ジ
ヱ

ア
ー
の
増
大
に
反
比
例
し
て
、

一
九
二
六
年
の
七
六
・
五
%
か
ら 九

輸送手段別部巾聞旅客輸送量

(単位10億人マイル)

キ副長五[パス|空函丙百五;白山
I:W;- .lS 1ー…ー し…=.1一本一一連 4

1946 1 66.3 1 26.9 1 5.9 1 2.3 1253.6 

1959 1 22. 1 1 20.4 129.1 1 2.3 1 670.0 

司 ICC年次報告その他 NationalTranstor-
fation Pol同Y.p.. 61による。

第 2表



鉄道ーパス・空運の営業成績第 3表

1940 

46 

85.1 478.87副54，白547 1 -426.担割 117.5

87.4 

90.9 役割;::;::;;!こ認:;出12;

現
低
空
通
政
策
の
基
本
動
向 30，365 

43，497 
53，534 

48，380 

88.6 

84.6 

87.6 

90.8 

89.8 

62，571 

105，940 

95，122 

88.369 

99，462 

18，042 

25，286 

~2， 1n 

17.933 

90.4 

88.4 

88.3 

89.9 

783.57割 35，34:2
693，1761 47，185 

γ

5

0

 

悶

叩

組

508，50訓 124.0

← 680， 82~引 134.2

-642，3901 131. 6 

0

1

2

 

5

5

5

 

51.493 14.553 9-1. 6 

704.5381 137.9 

-669.5331 138.2 

53 

54 

63.061 

57，712 
89.8 

92.7 

12::¥，2401 

100.601 

15，375 

17，997 

91. 6 

91.1 

927，12到 31， 027 

876.33引34.57821:;;;;;;1:;;; 
27，026 

44.7941 

97.0 

93.7 

42.0941 

95，126 

19，386 

20.283 

91. 2 

89.3 

737，43引 36，580

601. 73円44.488

一723，6701144.4 

-610.40削 136.5
7

8

9

 

5

5

5

 
94:~竺竺105，237 

」の純利益は貨物によるもの。旅客は一貫して赤字。

二級三組パスを含む。
AAR， R田 lγ'oadT叩明治ortation，1921-57その他の統計による切

National TransPortation Policy， p. 343。

28，728 86.5 577，71叫59，576-543.80削 130.6

じ
の
註

一
九
四
六
年
六
六
・
六
%
、
一
九
五
九
年
四
六
%
と
相
対
的

低
下
を
み
て
い
る
。
し
か
し
旅
客
の
ミ
ゼ
ラ
ブ
ル
な
地
位
と

異
っ
て
、
貨
物
で
は
鉄
道
は
他
種
運
送
手
段
の
二
倍
を
こ
え

る
運
送
量
を
も
ち
、
な
お
大
宗
的
地
位
寺
保
持
し
て
い
る
。

(bl 

鉄
道
輸
送
と
収
入
の
絶
対
的
減
少

鉄
道
の
旅
客
輸
送
は
上
述
し
た
人
マ
イ
ル
数
の
減
少
に
つ

れ
て
収
支
の
バ
ラ
ン
ス
が
全
く
く
ず
れ
て
い
る
。
第
3
表
は

一
級
鉄
道
の
旅
客
収
入
を
一
級
パ
見
、
空
運
と
比
較
し
た
も

の
で
あ
る
が
、
パ
ス
や
空
運
が
利
益
を
あ
げ
て
い
る
の
に
鉄

道
の
み
赤
字
で
、

一
九
四
六
年
に
一
億
四
千
万
ド
ル
で
あ
っ

た
営
業
損
失
は
一
九
五
九
年
に
は
五
億
四
千
万
ド
ル
に
上
っ

た
。
損
失
を
少
し
で
も
軽
減
す
る
た
め
に
、
連
結
車
柄
数
、

列
車
本
数
の
削
減
さ
ら
に
路
線
撤
去
が
大
規
模
に
進
め
ら
れ
、

↓
九
五
五
1
五
九
年
の
五
年
間
に
旅
零
用
線
路
は
一
二
万

千
マ
イ
ル
か
ら
一

O
万
マ
イ
ル
に
減
じ
た
。
旅
客
サ
1
ピ
凡

ふ
」
種
類
別
に
み
る
と
苦
斜
陽
化
の
も
っ
と
も
著
し
い
の
は

「
上
等
」

Q
Z
H
2
E
ι
ω
-
2
H
ν
E
m
n
pベ
〉
で
あ
り
、

九

第
九
十
四
巻
四

0
=
一

じ

第
五
号



現
代
交
通
政
策
の
基
本
動
向

第 4表 1953-55年平均と比較

した一組鉄道1956ーて59
年の貨物収入とトシ
マイル

度L三---，-竺ァ-東部地区一ι旦担|込
1953一司 000唱 o n 01 .00 01 百年 100.01100.011凹町 100.0

56 I 106. 21 109訓 107引 109.8

[;7 1 10[;. 91 104司105.5:101. 9 

58 1 95. 71 93.11 88.71 85.2 

59 I 98.61 97到 91.91 88.7 

ICC資料.National Tra 
多"ρortationPolicy， p.557o 

年

第
九
十
四
巻

四
O
四

第
五
号

ノ1、

五
五
|
五
九
年
に
そ
の
車
鞠
Y

イ
ル
は
三
五
%
、
輸
送
量
は
四
一
%
と
い
う
縮
少
を
経
験

し
、
ご
く
特
殊
な
デ
ラ
ァ
グ
ス
・
サ
ー
ビ
ス
を
除
き
、
そ
の
消
滅
は
時
日
の
問
題
と
さ
れ

て
い
る
。
「
普
通

L
(
g
R
F
百
円
〈
目
。
〉
の
場
合
も
、

一
九
四
九
|
五
九
年
に
旅
客
マ
イ
ル

は
三
二
・
二
%
の
減
少
と
な
己
て
い
る
が
、
地
区
的
な
7
y
J
ラ
Y

九
げ
が
ひ
ど
い
。
す
な

わ
ち
、
減
少
率
は
東
部
地
区
四
五
・
五
%
、
南
部
地
区
三
六
%
に
た
い
し
て
西
部
地
区
で

は
一
二
・
四
%
で
、
西
部
で
は
中
距
離
普
通
鉄
道
リ

I
ピ
ス
の
市
場
は
な
お
相
当
残
さ
れ

註

て
い
る
。
鉄
道
に
残
さ
れ
た
日
曜
大
の
可
能
性
は
大
都
市
郊
外
定
期
交
通
で
あ
ろ
う
。
そ
の

減
少
率
は
都
市
間
〔
長
距
離
)
市
場
よ
め
ず
っ
と
少
な
く
、

一
九
五

O
i五
九
年
の
一

0
年
闘
を
と
っ
て

も
九
%
に
と
ど
ま
っ
て
い
る

一
九
五
五
五
九
年
で
五
%
、

一、

0
0
0億
ト
ン
・
マ
イ
ル

鉄
道
貨
物
運
送
は
大
不
況
期
を
別
と
し
て
第
二
次
大
戦
ま
で
一
貫
し
て
増
加
趨
勢
を
た
ど
っ
て
吉
た
。
二

O
世
紀
当
初
二
、

0
0
0
1

一
0
年
代
三
、

0
0
0
1四、

0
0
0億
ト

γ
・
マ
イ
ル
、
二

0
年
代
四
、

0
0
0
五、

0
0
0億

ト
ン
・
マ
イ
ル
仁
達
し
、
三

0
年
代
で
は
一

0
年
代
の
水
準
に
落
ち
た
が
、

一
九
四
二
年
に
は
六
、

0
0
0憶
の
水
準
を
こ
え
、
戦
時
に

は
七
、

O
U
O億
を
突
破
し
た
。
第
二
次
大
戦
後
は
増
加
趨
勢
は
止
っ
た
。
し
か
し
一
九
五
七
年
ま
で
は
、
四
九
|
五
O
年
、
五
四
年
の

景
気
後
退
期
を
除
い
て
、
六
、

0
0
0億
を
割
る
己
と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
ど
け
に
以
後
の
五
、

0
0
0億
台
へ
の
下
落
は
、
そ
れ
に
伴

っ
た
収
入
の
激
減
の
故
に
(
第
3
表
参
照
)
、
多
年
に
わ
た
っ
て
貨
物
営
業
利
益
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
き
た
旅
客
輸
送
の
維
持
に
深
刻
な

反
作
用
を
及
ぼ
さ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
近
年
の
貨
物
収
入
の
減
少
は
東
部
地
区
で
は
げ
し
く
(
第
4
表
参
照
¥

旅
客
と
り
わ
け
定

期
乗
客
の
鉄
道
へ
の
依
存
度
も
ま
た
こ
の
地
区
で
最
高
で
あ
る
が
故
に
、
こ
の
矛
盾
は
東
部
で
も
フ
と
も
激
化
し
て
い
る
。



種類E馳k道貨物の冊少
(1947年~100)

唖亙堕

第5表

1せ 物 i山昨(19

農 産 物 87唱。 87.6 

首 産 非協 78.7 I 70.5 59.5 55.6 

鉱 産 物 91.6 i 95.7 94.3 86.0 

林 産 物 85.9 80.7 80.5 74.1 

工業品及び雑貨 84.6 81. 0 76.4 71. 2 

事扱貨物 89.0 88.7 86.4 80.1 

小 口 扱 貨 物 1865 66.5 53.4 47.1 

全貨物 89.0 88.4 86.1 79.8 

ICC統計， J. C. Nelson， RatIroad 
Transρortation and Public Policy， 
1959， p. 340 

道
路
運
送
、
内
陸
水
速
、
。
(
イ
園
ブ
・
ラ
イ
γ
に
よ
る
鉄
道
貨
物
の
奪
取
は
全
般
的
で
、

鉄
道
に
は
最
長
距
離
の
低
級
品
し
か
残
ぎ
な
い
傾
向
壱
示
し
て
い
る
。
鉄
道
経
営
に
と
っ

て
殊
に
深
刻
な
事
態
は
、
単
位
費
用
に
比
較
し
て
高
い
運
賃
を
徴
収
で
き
る
工
業
品
の
夜

失
で
あ
る
(
第
5
表
参
照
)
。

国

一
般
運
送
業

(
H
鉄
道
)
衰
退
の
原
因

以
上
の
よ
う
な
一
般
運
送
業

(
U
鉄
道
)
の
衰
退
と
い
う
斐
通
経
済
構
造
の
変
容
の
原

闘
と
し
て
は
次
の
要
因
が
考
え
ら
れ
る

(1) 

交
通
に
お
け
る
技
術
革
新

自
動
車
、
水
運
、
航
空
機
と
い
う
通
路
施
設
に
自
己

投
資
を
必
要
と
し
な
い
あ
た
ら
し
い
技
術
的
I

父
通
手
段
が
相
一
ツ
い
で
開
発
さ
れ
、
送
油
管

も
そ
れ
に
加
り
、
以
下
に
述
へ
る
よ
う
な
有
利
な
条
件
の
下
で
、
鉄
道
が
対
抗
で
き
な
い
独
白
的
な
サ
1
ビ

λ
i価
格
の
組
合
せ
を
提
供

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
内
陸
交
通
に
占
め
て
い
た
鉄
道
の
独
占
的
地
位
を
蚕
食
し
、
崩
壊
さ
せ
た
。

(2) 

生
産
U

流
通
過
程
に
生
じ
た
変
化 註

崖
業
立
地
の
変
動
、
重
化
学
工
業
の
発
展
、
流
通
径
路
の
合
理
化
な
ど
が
水
運
、
道
路
運
送

非
規
制
運
送
業
の
成
長
「
非
規
制
運
送
業
」
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
自
己
運
送

Q
E
B
Z
2
5
0
3、
大
量
水
上
貨
物
(
F
E昨

日。日目
utouy
と
農
産
物
の
免
制
運
送
業
公
明
口

E
-
Z
E
-
o耳
目
立

Er
と
が
含
ま
れ
、

に
相
対
的
に
有
利
に
作
用
し
た
。

(3) 

一
般
運
送
業
と
対
置
さ
れ
る
。
ブ
ラ
イ
ベ

l

ト
・
キ
ア
リ
ア
ー
や
免
制
ト
ラ
ヅ
グ
は
盛
に
営
業
的
運
送
行
為
に
従
事
し
、
ト
リ
ッ
プ
・
リ
l
ズ
な
ど
の
方
法
に
よ
り
て
、

一
般
運
送
業

の
対
抗
で
き
な
い
低
、
運
賃
で
貨
物
を
奪
取
し
て
い
る
。
労
働
組
合
の
結
成
さ
れ
て
い
る
一
般
運
送
業
に
た
い
し
て
、

現
代
交
通
政
策
の
基
木
動
向

一
般
に
組
合
を
も
っ

第
九
十
四
巻

第
五
号

四

O
T

九



現
代
交
組
政
策
の
基
本
動
向

第6表種類別州際革路運送業者

福逼有言語両両両瓦
般リ 18，889 I 721，508 I 

自己， 1 80. 721 I 648. 487 I 

免 制 30，666I 170，019 I 

計|叫問1.540. 014 

Na山 onalTra町少ortation
Policy， p.5610 

第
九
十
四
巻

第
五
号

O 

四
O
六

て
い
な
い
非
規
制
業
者
の
低
賃
金
は
、
か
れ
ら
に
よ
る
運
賃
ダ
ン
ピ

γ
グ
の
有
力
な
支
柱
と
な
っ
て
い
る
。

非
規
制
運
送
業
の
全
貌
は
正
確
に
は
わ
か
ら
な
い
が
、
州
際
商
業
委
員
会
道
路
運
送
局
で
は
州
際
道
路
運

送
業
者
に
つ
い
て
第
6
表
の
よ
う
な
推
定
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
業
者
数
で
は
八
五
%
、

保
有
ト
ラ
ッ
グ
数
で
も
五
三
%
は
非
規
制
運
送
業
の
占
め
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
る
。

ω 
公
共
的
実
通
投
資
の
増
加

道
路
、
水
路
な
ど
へ
の
公
共
投
資
の
増
加
は
、
私
的
資
木
に
よ
ら
ね

は
な
ら
な
い
鉄
道
に
比
較
し
て
、
道
路
運
送
、
水
運
業
に
有
利
に
は
た
ら
き
、
非
規
制
業
者
の
発
達
を
功

在

長
し
た
。

一
九
一
六
年
の
連
邦
道
路
法
令
官

H
H
Z
Z
E

一
九
二
一
年
の
河
川
港

出
荷

7
4
3吋

P
品)、

湾
法

(po
同

22ω
山
田
島
出
山
手

O
Z
K戸立)、

一
九
二
六
年
の
商
業
航
空
法
令

Z

E吋
円
。
自
ヨ

2
2
P
E
)
に
よ
っ
て
道
路
、

水
路
、

空
路
へ
の
大
規
模
な
述
邦
投
資
が
開
始
さ
れ
て
以
来
、

一
九
五
九
午
現
在
の
連
邦
支
出
累
計
は
道
路
一
七
三
億
、
水
路
二
九
億
、
空
路
二

五
億
、
合
計
二
三
一

O
億
1
ル
に
達
し
て
い
る
。
こ
れ
は
鉄
道
投
資
額
の
三
分
の
こ
に
相
当
す
る
額
で
あ
る
が
、

道
路
法
の
計
画
が
完
成
す
る
崎
点
で
は
鉄
道
投
資
に
匹
敵
す
る
規
模
に
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
州
の
支
出
が
加
算
さ
れ
る
場
合
に
は
鉄
道
及

一
九
五
六
年
の
連
邦
補
助

(司 び
送
油
管
の
通
路
投
資
を
は
る
か
に
凌
駕
す
る
額
と
な
手
つ
。

運
賃
決
定
の
自
由
の
制
限
は
そ
の
世
要
な
一
例
で
あ
る
。

般

独
占
壱
前
提
と
し
た
一
般
運
送
業
、
鉄
道
に
不
利
な
規
制
政
策

運
送
業
は
そ
の
運
賃
表
を
公
表
し
、
そ
の
改
訂
に
は
認
可
を
必
要
と
し
、
荷
主
差
別
を
禁
じ
ら
れ
て
い
ろ
が
、
こ
の
よ
う
な
運
賃
決
定
と

運
賃
構
造
上
の
硬
直
性
が
か
れ
ら
の
競
争
上
の
立
場
を
弱
め
て
い
る
。
一
九
五
八
年
の
交
通
法
令
げ
の
叶

3
5唱
。
且
丘
ち
ロ

k
p
E
)

客
列
車
と
運
賃
決
定
手
続
に
た
い
す
る
規
制
の
緩
和
を
認
め
た
が
、
抜
木
的
な
も
の
で
は
な
い
。

4同

は
旅

一
般
運
送
業
衰
退
の
経
済
的
諸
結
果



土
述
し
た
一
般
運
送
業
(
リ
鉄
道
V

の
衰
退
を
中
心
と
し
た
構
造
的
変
化
は
交
通
経
済
ひ
い
て
国
民
経
済
と
国
民
生
活
と
に
次
の
よ
う

な
諸
結
果
を
も
た
ら
し
て
い
る
。

交
通
手
段
の
過
剰
能
力
と
利
用
不
足
の
噌
大
舗
の

ωで
述
べ
た
道
路
、
水
路
、
空
路
な
ど
へ
の
巨
額
の
公
共
投
資
は
国
民
総
生

産
や
旅
客
・
貨
物
輸
送
量
の
増
加
率
壱
は
る
か
に
上
廻
る
規
模
の
も
の
で
あ
り
、
慢
性
的
な
設
備
の
過
剰
能
力
と
利
用
不
足
壱
生
み
だ
し

早)て
い
る
。
過
剰
能
力
の
負
担
は
、
採
算
に
か
か
わ
ら
ず
規
則
的
サ
ー
ビ
ス
を
維
持
し
、
ピ

1
グ
時
と
非
常
の
場
合
の
た
め
に
設
備
と
タ

1

ミ
ナ
ル
の
一
定
能
力
を
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
一
般
運
送
業
に
主
と
し
て
か
か
っ
て
く
る
。

倒
純
収
入
の
減
少
一
級
鉄
道
の
近
年
に
お
け
る
採
算
悪
化
に
つ
い
て
は
す
で
に
み
た
(
第
3
表
参
照
)
。

九
六
%
以
上
に
な
る
こ
と
の
な
か
っ
た
一
級
鉄
道
と
一
級
道
路
交
通
業
及
び
一
般
貨
物
の
コ
モ
ソ
・
キ
ア
リ
ア
ー
の
営
業
係
数
は
一
九
五

一
九
四
七
五
二
年
に
は

一
年
以
降
五
九
年
ま
で
と
の
水
準
を
こ
え
続
け
て
い
る
。

(3) 

保
守
の
不
備
と
更
新
の
く
り
の
ベ

収
入
の
減
少
は
経
費
削
減
を
強
制
、
費
用
節
約
は
保
守
の
不
備
と
設
備
更
新
の
く
り
の
ベ
と

な
ら
ず
に
は
お
か
な
い
。

(4) 

不
採
算
運
行
の
廃
止

鉄
道
旅
客
輸
送
で
は
第

e

一
次
大
戦
後
不
採
算
列
車
の
廃
止
が
盛
に
行
わ
れ
て
い
る
が
‘

一
九
五
八
年
に
州

際
商
業
法
の
改
正
に
よ
っ
て
こ
れ
が
よ
り
容
易
と
な
っ
た
。
以
降
一
九
六

O
年
三
月
ま
で
に
一
四
五
本
を
下
ら
な
い
列
車
が
削
減
さ
れ
て

い
る
。
パ
ス
、
空
運
で
も
局
地
的
で
は
あ
る
が
同
様
な
現
象
が
み
ら
れ
る
。
旅
客
ほ
ど
で
は
な
い
が
、
鉄
道
貨
物
列
車
で
も
運
行
表
の
問

引
き
が
な
さ
れ
て
い
る
。

(5) 

借
入
資
本
と
金
利
負
担
の
増
加

一
般
運
送
業
の
競
争
上
の
地
位
の
低
下
と
経
営
悪
化
は
借
入
資
本
へ
の
依
存
度
を
高
め
、
金
融

市
場
で
の
条
件
を
不
利
に
し
て
い
る
。
鉄
道
企
業
に
お
け
る
自
己
資
本
に
た
い
す
る
外
部
借
入
の
比
率
は
、
戦
後
一
九
五
四
年
ま
で
は
五

現
代
交
通
政
策
の
基
本
動
向

第
九
十
四
巻
問
。
台

第
五
号



現
代
史
通
政
策
の
基
本
動
向

第
九
十
四
巻

四

O
入

第
五
号

。
%
あ
L

乙
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
五
三
年
頃
か
ら
上
昇
に
転
じ
、
五
五
年
に
過
半
と
な
り
、
五
六
年
以
後
五
四
%
台
と
高
ま
っ
て
い

る
。
金
融
市
場
で
一
般
産
業
及
び
公
益
企
業
と
競
争
し
て
資
金
を
確
保
す
る
上
で
の
条
件
悪
化
が
加
重
し
て
、
増
大
す
る
金
利
負
担
が
企

業
採
算
を
さ
ら
に
悪
く
す
る
と
い
う
悪
循
環
を
招
い
て
い
る

(6) 

競
争
の
激
成

同
種
交
通
手
段
間
に
お
け
る
競
争
は
運
賃
委
員
会
(
同
昇
。

σロ
耳
目
)
と
業
者
間
提
携
の
強
化
に
と
も
な
っ
て
弱

ま
っ
て
い
る
。
鉄
道
運
賃
委
員
会
の
活
動
は
一
九
四
八
年
の

5
0
同

2ι
出
己
主
ロ
E
o
p♀
に
よ
っ
て
独
占
禁
止
法
に
抵
触
し
な
い
と

さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。
し
売
が
っ
て
現
段
階
に
支
配
的
な
の
は
異
種
突
通
手
段
間
及
び
一
般
運
送
業
と
非
規
制
運
送
業
聞
の
競
争
で
あ
る

G

一
八
七

O
i八
0
年
代
に
鉄
道
壱
席
捲
し
た
苛
烈
な
「
運
賃
戦
争
」
が
再
現
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
運
賃
引
下
に
関
す
る
州
際
商
業
委

員
会
へ
の
申
請
は
一
九
四
六
年
の
五
一

O
件
か
ら
一
九
五
九
年
の
五
、
四
七
一
件
へ
と
増
加
じ
て
い
る
。

現
代
ア
メ
リ
カ
の
当
面
す
る
交
通
危
機
に
つ
い
て
の
観
察
は
き
わ
め
て
要
約
的
で
あ
る
が
と
の
程
度
に
と
ど
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の

よ
う
な
構
造
変
化
と
矛
盾
に
た
い
し
て
ケ
ネ
デ
ィ
教
書
は
ど
の
よ
う
に
対
処
し
よ
う
と
す
る
の
か
。
あ
た
ら
し
い
交
通
政
策
の
内
容
と
問

題
点
が
検
討
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い

ω
n
o自
自

oロ
A
H

型
口
日
の
適
切
な
訳
語
を
工
夫
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
ロ
あ
ま
り
良
い
訳
語
で
は
な
い
が
、
本
稿
で
も
、
多
J

っ
か
わ
れ
て
い
る
「
一
般
運
送
業

(
U人
)
」
に
し
た
が
三
つ
こ
と
に
し
た
。
ち
な
み
に
「
規
制
運
送
業
」

(Homs-ω
宮内同

E
司
5
4、
「
公
共
官
b
由
業
」
〔
U
C
E
Z
A
脚
口
お
同
)
な
ど
が
こ
の
同
義
語
と
し
て

用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
立
す
る
の
が

O
M
E
E
Z
n
m司
お
F

C回
目
的
巳
山
古
島

n問
2
2・
匂

2
4
E
o
n
E
2
2
な
ど
で
あ
る
。

帥

h
q
a
g
E
N
Uづ
E
E
E
Z皇
室
、
。
岳
町
、
相
、
町
。

ω
弓
止
-
U匂
'
E
m
M
n

判
州
際
商
業
委
員
会
は
、
規
制
と
報
告
書
の
必
要
か
ら
、
鉄
道
及
び
道
路
市
人
γ
通
企
業
を
年
間
収
入
の
大
い
さ
に
よ
っ
て
、
前
者
は
二
つ
後
者
は
一
ニ
つ
に
紐
別
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
鉄
道
で
は
一
九
五
六
年
一
月
一
日
か
ら
そ
れ
ま
で
の
=
石
守
艇
の
分
類
を
二
等
級
に
整
理
し
、
一
級
は
年
間
営
業
収
入
ポ
三
C
C
万
ド
ル
以
上
の
も
の
、
二
組



は
そ
れ
以
下
の
も
の
と
し
て
い
る
。
こ
の
級
別
は
毎
年
実
施
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
た
と
え
ば
あ
る
一
級
鉄
道
会
討
の
年
収
が
三

0
0万
ド
作
を
割
っ
た
場
合
、
そ
れ
が

永
続
す
る
と
判
断
さ
れ
る
に
い
た
っ
て
は
じ
め
て
二
級
に
入
れ
ら
れ
る
と
い
う
具
合
に
お
こ
な
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

遭
路
交
通
業
で
は
川
際
及
び
州
内
営
業
収
入
の
一
二
年
半
均
額
に
よ
っ
て
分
類
が
な
さ
れ
る
。
道
路
貨
物
運
送
業
で
は
、
一
九
五
七

Z
改
訂
に
E
っ
て
、
一
紐
一

0
0

万
ド
ル
以
上
、
二
級
ご

O
万

一

0
0万
γ
ル
、
三
般
二

O
万
ド
ル
以
下
と
な
っ
て
お
り
、
道
路
旅
客
輸
送
業
(
パ
ス
)
で
は
、
一
九
五

O
年
の
吐
訂
以
来
、
一
扱
二

O

万
V
ル
以
上
、
二
級
五
万
二

O
万
ド
ル
、
三
扱
五
万
ド
ル
以
下
と
さ
れ
て
い
る
。

同
本
来
自
己
運
送
の
た
め
に
保
有
さ
れ
た
農
尚
工
業
者
な
ど
の
ト
ラ
グ
ク
に
よ
る
営
業
的
運
送
行
為
を
、
州
際
商
業
委
員
会
で
は
〈
運
送
業
の
灰
色
の
領
時
〉
と
呼
ん
で
い

る
が
、
一
九
六
O
年
六
月
の
調
査
に
よ
る
と
盲
こ
の
〈
灰
色
の
運
送
業
〉
に
は
約
八
種
類
が
あ
り
、
支
配
的
な
の
は
、
「
鵠
装
売
買
運
送
」
守
口
司
自
内
凶
器

=Q也
R
E
E旦、

つ
ま
り
1
ブ
ッ
ク
保
有
者
が
、
恰
も
商
人
の
却
く
、
積
地
で
名
司
的
に
商
品
を
買
っ
た
こ
と
に
し
、
卸
地
で
そ
れ
ぞ
断
売
す
る
と
い
う
こ
と
に
し
て
運
送
す
る
方
法
と
運

転
者
付
ト
ラ
ッ
ク
の
荷
主
に
よ
る
賃
借

7
E
U宮
山

-
E目
。
同
〈
O
F
E
0
4司
芹
V
白

E
4
2
)
と
で
あ
る
。

同
大
量
水
上
貨
物
の
免
制
運
送
宇
E
W
O
H
2
1
5ロω
J
v
と
い
う
の
は
、
内
陸
水
運
染
者
に
よ
る
大
量
貨
物
理
送
に
際
し
て
、
そ
の
船
舶
に
一
二
種
類
以
下
の
大
量
貨
物

を
積
込
む
場
合
忙
は
規
制
を
免
除
す
る
と
い
う
州
際
商
業
法
の
第
三

O
三
条
適
用
の
こ
と
で
あ
る
。
実
際
に
は
、
と
の
損
定
に
よ
っ
て
、
水
運
業
者
の
大
半
は
、
開
業
や

運
賃
に
関
す
る
規
制
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
る

U

こ
れ
は
、
一
」
の
種
の
貨
物
の
大
手
納
荷
主
で
あ
る
鉄
鋼
、
石
炭
企
業
の
圧
力
に
よ
っ
て
成
立
、
維
持
さ
れ
て
お
り
、
水
運

業
者
の
利
益
に
は
必
ず
し
も
な
っ
て
い
な
い
。

例

農

民
E

拍
民
保
護
の
融
点
か
ら
、
一
九
三
五
年
の
「
道
路
運
送
業
法
」

(
F
o
z
o
E円
n
R
2司
〉
且
)
が
、
農
漁
民
保
有
の
ト
ラ
ッ
ク

γ
よ
る
自
己
ま
た
は
隣

人
艦
者
の
貨
物
の
運
送
に
つ
い
て
、
安
全
規
制
以
外
の
あ
ら
ゆ
る
規
制
の
適
用
を
除
外
し
た
の
が
品

2
n
E
Z
E
-
m
M
O
B宮
E
ロ
ω
の
起
訴
で
あ
る
。

ケ
ネ
デ
ィ
教
書
|
|
「
国
内
交
通
し
政
策
の
問
題
点

ケ
ネ
デ
ィ
教
書
の
木
文
壱
な
す
「
基
本
的
国
家
交
通
政
策
」
は
第
一
部
国
内
(
都
市
問
)
交
通
、

第
二
部
都
市
交
通
、
第
三
部
国
際
交

通
、
第
四
部
労
働
関
係
と
調
査
と
い
う
構
成
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
前
後
に
序
言
と
結
語
と
が
つ
い
て
い
る
が
、
中
心
的
部
分
で
あ
る
第

一
部
の
み
を
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

団
地
代
交
通
政
策
の
基
本
動
向

第
九
十
四
在

問
。
九

第
五
号



現
代
主
通
政
策
の
基
主
動
向

第
九
十
回
世

r3 

O 

第
五
号

四

国
内
交
通
に
関
す
る
ケ
ネ
デ
f

政
策
の
基
本
的
方
向
の
第
与
は
規
制
の
緩
和
に
よ
る
各
種
交
通
手
段
問
、
し
た
が
っ
て
一
般
運
送
業
と

非
規
制
的
運
送
業
と
の
競
争
機
会
の
均
等
化
で
あ
る
令
官
巳

2
5唱。
t
E
Z
C
3
c
Z
E
v
q
E白
2
ι
F
B
E
E
-
M
E
H
O
R己
旦

E
ロV
Q

そ

の
た
め
に
、
具
体
的
に
は
、
ま
ず
大
量
水
運
貨
物
と
農
・
水
産
物
の
白
己
運
送
(
ケ
己
昨

Eι

兵
2
2
-
E
E
-
o忠
臣
官
巴
ロ
)
に
の
み
許
さ
れ

て
い
る
最
低
運
賃
規
制
除
外
の
全
運
送
業
者
へ
の
拡
大
及
び
旅
客
輸
送
に
お
け
る
最
低
運
賃
規
制
の
解
除
が
提
言
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
特

権
が
一
般
運
送
業
、
鉄
道
の
競
争
上
の
立
場
を
弱
め
て
い
る
重
要
な
条
件
で
あ
る
と
と
は
つ
と
に
認
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

そ
の
解
決
と
し
て
は
、
正
反
対
の
二
つ
の
見
地
が
論
理
的
に
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
一
は
、
交
通
に
お
け
る
経
済
的
規
制
壱
時
代
お
く
れ
と
し
、

そ
の
緩
和
な
レ
し
撤
廃
に
よ
る
競
争
条
件
の
均
等
化
壱
求
め
る
も
の
で
あ
り
、
ネ
ル
ソ
γ
な
ど
の
強
調
し
て
い
る
観
点
で
あ
る
。
そ
の
二

は
、
逆
に
、
規
制
は
交
通
業
に
お
け
る
公
正
競
争
を
維
持
し
、
利
用
者
大
衆
が
適
切
な
交
通
サ
ー
ビ
ス
を
享
受
す
る
上
で
必
要
で
あ
り
、
規

制
の
大
巾
な
軽
減
は
同
時
に
独
占
禁
止
の
適
用
除
外
が
撤
回
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
国
家
的
公
共
的
利
益
に
反
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う

理
由
か
ら
、
大
量
水
運
貨
物
と
農
・
水
産
物
の
道
路
自
己
運
送
に
認
め
ら
れ
て
い
る
特
権
を
剥
奪
な
い
し
制
限
、
つ
ま
り
こ
の
分
野
へ
も

規
制
壱
拡
大
し
、
最
低
運
賃
規
制
は
維
持
せ
よ
と
い
う
ド
イ
ル
報
告
書
の
立
場
で
あ
る
。
ベ
グ
ラ
ム
は
、
こ
の
ド
イ
ル
報
告
書
の
見
解
を
、

「
と
れ
は
今
日
の
問
題
の
実
際
的
解
決
と
は
殆
ん
ど
認
め
ら
れ
な
い
L

と
軽
く
退
け
て
い
る
が
、
教
書
は
こ
の
点
ネ
ル
ソ

γ

ベ
グ
ラ
ム

的
見
解
と
同
一
の
立
場
を
と
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
お
。

こ
の
勧
告
が
実
施
さ
れ
た
と
し
た
場
合
ど
の
よ
う
な
事
態
が
起
る
で
あ
ろ
う
か
。
鉄
道
や
規
制
を
、
つ
け
て
い
る
一
般
道
路
運
送
業
の
競

争
的
条
件
が
幾
分
改
善
さ
れ
る
の
は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
そ
れ
以
上
に
考
え
ら
れ
る
の
は
競
争
の
激
化
で
あ
る
。
競
争
機
会
の
均
等
化

壱
求
め
て
過
度
競
争
に
拍
車
を
か
け
る
政
策
は
、
教
書
が
危
恨
し
て
い
る
、
独
占
的
競
争
に
あ
り
が
ち
な
差
別
的
取
扱
な
と
の
弊
害
を
伴

わ
な
く
て
も
、
現
段
階
の
矛
盾
と
悶
難
を
さ
ら
に
つ
よ
め
る
と
い
う
マ
イ
ナ
ス
効
果
を
も
っ
と
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
こ
の
点
で
は
む
し



ろ
下
イ
片
報
告
書
の
立
場
が
優
れ
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。
上
の
勧
告
に
付
随
し
て
、

ω非
運
送
業
者
荷
主
と
同
一
料
金
率
で
他
の
運
送

業
者
に
車
柄
や
コ
ン
テ
ナ
ー
を
輸
送
し
て
も
ら
う
権
利
の
全
運
送
業
者
へ
の
賦
与
、
例
鉄
道
が
自
己
の
貨
物
を
運
送
す
る
こ
と
を
禁
止
し

て
い
る
州
際
商
業
法
の
規
定
の
削
除
、
ゆ
監
督
機
関
を
突
験
的
貨
物
運
賃
、
等
級
表
の
改
一
訂
、
あ
た
ら
し
い
す

1
ピ
ス
の
組
合
せ
壱
承
認

さ
せ
る
方
向
に
指
導
す
る
と
と
が
提
案
さ
れ
て
い
る
が
、

一
般
運
送
業
の
地
位
を
少
し
で
も
有
利
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は

い
う
ま
で
も
な
い
。

基
本
的
方
向
の
め
一
、
一
は
課
税
と
利
用
者
負
担
の
公
平
で
あ
る
。
具
体
的
方
策
と
し
て
は
、

ω鉄
道
と
パ
ス
仏
課
せ
ら
れ
て
い
る
一
O
%

の
通
行
税
の
廃
止
、

ω一
九
六
三
年
度
か
ら
ガ
ロ
ン
当
り
二
七

γ

T
の
ガ
ソ
リ
ン
税
の
全
ジ

4

ッ
ト
燃
料
へ
の
拡
大
、
従
価
五
%
の
航
空

旅
客
・
貨
物
税
、
周
遊
航
空
な
ど
へ
の
一
一
セ

y
ト
(
ガ
ロ
ン
当
り
〉
の
燃
料
税
の
創
設
、
助
一
九
六
三
年
度
か
ら
の
内
幽
水
運
へ
の
ガ

p
y

当
り
二
セ
ソ
ト
の
課
税
、

ω交
通
業
に
お
け
る
減
価
償
却
率
の
検
討
と
公
益
産
業
(
交
通
壱
合
む
)
に
お
け
る
所
得
税
額
算
定
に
際
し
て

の
過
年
度
損
失
計
上
年
限
の
五
年
か
ら
七
年
へ
の
延
長
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。

す
で
に
み
た
よ
う
に
、
道
路
、
水
路
、
空
路
に
た
い
し
て
税
を
財
源
と
す
る
巨
額
の
公
共
投
資
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
利
用
者

か
ら
回
収
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
私
的
投
資
に
依
存
す

5
鉄
道
に
た
い
し
て
公
平
を
欠
く
こ
と
に
な
る
。
道
路
に
つ
い
て
は
利
用
者
負

担
の
原
則
が
ほ
ぼ
確
立
さ
れ
て
い
る
。
連
邦
の
支
山
は
各
種
自
動
車
燃
料
税
、
ト
ラ
ッ
グ
・
パ
月
・
ト
レ
ー
ラ
ー
の
製
作
企
業
へ
の
課
税
、

タ
イ
ヤ
・
チ
ュ
ー
ブ
な
ど
へ
の
税
、
重
量
二
六
、

0
0
0ポ
ン
ド
を
こ
え
る
全
車
輔
に
た
い
す
る
一
、

0
0
0ポ
γ
ド
当
り
一
・
五
ド
ル

の
利
用
税
と
い
う
利
用
者
負
担
の
範
囲
で
ま
か
な
わ
れ
て
い
る
。
州
の
道
路
財
源
も
八
五
%
は
利
用
者
税
に
よ
っ
て
い
る
。
市
町
村
の
み

が
、
自
動
車
専
用
で
な
い
一
般
公
共
道
路
が
多
い
せ
い
で
、
目
的
税
源
へ
の
依
存
が
二
O
%
と
低
い

Q

と
れ
に
た
い
し
て
、
空
路
、
空
港

を
政
府
投
資
に
依
存
し
て
い
る
上
に
直
接
補
助
主
で
貰
っ
て
い
る
空
運
に
は
、
現
在
ま
で
利
用
者
負
担
は
な
く
、
内
陸
水
路
で
も
同
じ
く
、

現
代
交
通
政
策
の
基
本
動
向

第
九
十
四
巻

"" 

第
五
号
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現
代
突
通
政
慌
の
基
本
動
向

第
九
十
四
主

凹

館
主
号

〉ミ

パ
ナ
マ
運
河
と
セ
ソ
ト
ロ

l
レ
Y

ス
水
路
を
除
い
て
は
、
連
邦
資
金
は
全
く
回
収
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
現
状
に
か
ん
が
み
て
ゆ
、

ゅ
の
提
案
と
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
に
は
次
の
よ
う
な
問
題
が
あ
る
。
公
共
的
空
路
、
空
港
施
設
を
無
償
で
利
用
し
て
い
て

さ
え
経
営
難
の
幹
線
企
業
や
補
助
な
し
に
は
自
立
で
き
な
い
培
養
線
企
業
が
右
の
よ
う
な
課
税
に
湛
え
ら
れ
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
ベ
グ
ラ
ム
は
、
サ
ー
ビ
ス
の
か
な
り
の
収
縮
、
か
な
り
の
破
産
会
社
を
惹
起
す
る
こ
と
な
し
に
は
、
空
運
産
業
は
い
か
な
る
利
用
者

負
担
に
も
た
え
ら
れ
な
い
と
主
張
し
て
い
る
。
ま
た
空
運
の
如
く
経
営
基
盤
が
脆
弱
で
な
く
、
大
部
分
が
規
制
を
免
れ
て
お
り
、
し
か
も

そ
の
果
実
が
主
と
し
て
産
業
独
占
資
本
の
摂
取
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
る
内
陸
水
運
の
場
合
、
利
用
者
負
担
は
当
然
だ
と
し
て
も
、
二

セ
γ
ト
の
燃
料
税
に
よ
っ
て
果
し
て
、
少
な
く
と
も
公
共
投
資
の
元
利
と
経
常
的
維
持
費
は
含
ま
ね
ば
な
ら
な
い
利
用
者
負
担
額
を
回
収

で
き
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
が
の
こ
る

Q

さ
ら
に
従
前
か
ら
つ
よ
く
主
張
さ
れ
て
い
た

ωあ
る
い
は

ωは
妥
当
で
あ
ろ
う
が
、
負
担
の

公
平
と
い
う
見
地
か
ら
す
れ
ば
、
鉄
道
と
バ
ィ
。
フ
ラ
イ
y
の
み
に
課
せ
ら
れ
て
い
る
通
路
施
設
へ
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
も
検
討
さ
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。
ド
イ
ル
報
告
書
は
鉄
道
の
そ
れ
を
約
二
億
ド
ル
、
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
を
、
五

O
O万
ド
ル
と
推
定
し
、
そ
の
廃
止
を
勧

告
し
て
い
る
。

基
本
的
方
向
の
第
三
は
「
公
平
な
政
府
の
助
成
策
」

(
2
2
F自
己
包
問
。
く

O
B
E
Eけ
日
目
。
自
己

5
5
と
い
う
見
出
し
で
、
将
来
に
お

け
る
空
運
補
助
金
の
廃
止
そ
の
他
が
提
言
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
上
で
空
路
、
空
港
へ
の
政
府
投
資
の
問
題
と
の
関
連
で
す

で
に
論
評
ず
み
で
あ
る
。

「
公
共
的
利
益
の
保
護
」

(
1
0
Z
E
Eロ
丘

F
O
日UHMao-ZEf耳
丘
)
と
題
し
た
基
本
方
向
の
第
四
の
具
体
的
提
案
に
は
、

ω交
通
企

業
の
合
同
問
題
を
検
討
す
る
調
査
委
員
会
の
設
置
、

ω直
通
路
線
と
連
絡
運
賃
の
増
進
、
同
W
実
験
的
運
賃
と
サ
ー
ビ
ス
の
奨
励
、
川
明
州
際

運
送
に
従
事
F
る
道
路
運
送
業
者
に
た
い
す
る
統
一
的
州
登
録
法
の
採
用
、
伺
一
般
運
送
業
者
に
た
い
す
る
不
法
な
高
運
賃
の
弁
償
義
務
、



同
開
道
路
運
送
業
者
の
報
告
書
提
出
義
務
の
怠
慢
に
た
い
す
る
罰
金
、
安
全
規
制
や
営
業
許
可
の
違
反
に
た
い
す
る
罰
金
の
引
上
な
ど
が
盛

ら
れ
て
い
る
が
、
重
要
な
の
は
合
同
問
題
で
あ
ろ
う
。

交
通
企
業
の
合
同
問
題
で
は
空
運
と
鉄
道
と
く
に
後
者
が
現
在
最
大
の
焦
点
と
な
っ
て
い
る
。
周
知
の
通
り
、
合
衆
国
鉄
道
史
は
大
規

模
な
合
同
を
経
験
し
て
い
る
が
、

が
打
出
さ
れ
て
以
後
時
と
と
も
に
鉄
道
合
同
の
勢
い
は
む
し
ろ
衰
弱
し
、

一
九
二

O
年
の
交
通
法
に
よ
っ
て
独
占
禁
止
法
の
適
用
除
外
が
認
め
ら
れ
、
あ
る
程
度
合
同
奨
励
政
策

一
九
二

O
年
に
一

O
九
七
を
数
え
た
鉄
道
会
社
は
、

一
九
四

O

年
五
包
四
、

一
九
五
八
年
末
凶
一
九
と
半
減
し
た
も
の
の
な
お
多
数
壱
擁
し
、
ま
た
最
大
二
一
会
社
の
、
総
営
業
マ
イ
ル
数
に
占
め
る
割

合
も
、

一
九
二

O
年
の
四
七
・
一
%
か
ら
一
九
阿

O
年
に
は
六
三
一
・
七
%
に
増
加
し
た
が
、
以
後
殆
ん
ど
変
化
せ
ず
、
鉄
道
が
往
時
の
繁

栄
を
回
復
す
る
た
め
の
起
死
回
生
策
と
し
て
は
合
同
を
お
い
て
は
な
い
と
い
フ
た
活
望
を
よ
そ
に
、
現
実
は
遠
〈
か
け
は
な
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
鉄
道
労
働
組
合
、
鉄
道
の
挽
回
を
怖
れ
る
他
種
交
通
業
者
な
ど
の
反
対
は
別
と
し
て
、
鉄
道
合
同
の
要
望
は

つ
よ
い
が
、
そ
の
バ
タ
I

Y
に
関
し
て
は
必
ず
し
も
一
致
し
て
い
な
い
。
焦
点
は
独
占
禁
止
公
正
競
争
の
確
保
を
め
ぐ
っ
て
で
あ
る
。

ド
イ
ル
報
告
書
な
ど
は
全
国
的
ま
た
は
地
域
的
な
少
数
企
業
へ
の
大
合
同
を
主
張
し
て
い
る
が
、
競
争
の
余
地
壱
残
し
た
よ
り
ゆ
る
や
か

な
合
同
形
態
壱
主
張
す
る
見
解
も
根
強
い

Q

教
書
で
は
、
有
効
競
争
の
維
持
、
公
衆
に
た
い
す
る
経
済
的
で
能
率
的
で
適
切
な
サ
ー
ビ
ス

の
確
保
、
合
同
に
よ
っ
て
影
響
壱
う
け
る
労
働
者
へ
の
援
助
と
い
う
抽
象
的
な
=
一
つ
の
悲
準
が
示
さ
れ
て
い
る
の
み
で
、
問
題
点
は
設
置

さ
る
べ
き
調
査
委
員
会
に
残
し
た
形
と
な
っ
て
い
る
。

教
書
の
政
策
提
言
は
一
般
運
送
業
と
り
わ
け
鉄
道
の
斜
陽
化
を
防
止
し
、
そ
の
将
来
壱
保
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
具
体

的
な
問
題
点
に
つ
い
て
は
す
で
に
指
摘
し
た
通
り
で
あ
る
が
ー
一
般
論
と
し
て
明
確
に
認
識
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
国
家
政
策
の

限
界
で
あ
る
。
当
面
の
交
通
危
機
に
し
て
も
す
べ
て
の
原
因
が
誤
コ
た
国
家
政
策
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
競
争
機
会
の
均
等
化
と
い
っ

現
代
大
通
政
策
の
法
本
動
向

第
九
十
四
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四
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五
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現
代
表
通
政
策
の
基
本
動
向
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カ
十
四
在

gB 
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第
五
号

ノ、、

て
も
そ
の
た
め
に
果
す
べ
き
政
策
の
役
割
に
は
自
ら
限
界
が
あ
り
、
各
種
交
通
手
段
の
本
質
的
特
性
の
歪
曲
に
ま
で
及
ん
で
は
な
ら
な
い

Q

し
た
が
っ
て
、
第
二
節
の
同
に
あ
げ
た
一
般
運
送
業
衰
退
の
主
原
因
の
除
去
ま
た
は
そ
の
作
用
力
の
弱
化
に
た
い
し
て
政
策
の
も
つ
効
果

は
部
分
的
た
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
た
と
え
ば
、
そ
の
例
生
産

u流
通
過
程
に
生
じ
た
変
化
な
ど
に
は
全
〈
影
響
を
も
ち
え
な
い
。
さ
ら
に
、

す
で
に
ふ
れ
た
点
で
あ
る
が
、
規
制
の
緩
和
は
一
般
運
送
業
の
競
争
上
の
条
件
を
相
対
的
に
有
利
に
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
に

非
規
制
運
送
業
と
の
対
立
、
競
争
の
激
化
に
導
か
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
矛
盾
を
内
包
し
て
お
り
、
同
節
同
聞
の
経
済
的
諸
結
果
を
ど
の
程

度
ま
で
止
揚
で
き
る
か
疑
問
な
し
ー
と
し
な
い
で
あ
ろ
う
。

次
に
、

一
般
運
送
業
と
く
に
鉄
道
に
課
せ
ら
れ
て
い
る
経
済
規
制
が
鉄
道
独
占
時
代
の
造
物
で
あ
り
、
も
は
や
化
石
化
し
て
い
る
と
い

う
見
解
に
は
首
肯
で
き
る
一
面
も
あ
る
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
た
だ
ち
に
そ
の
撤
廃
が
正
し
い
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
規
制
に
は

独
占
的
収
奪
の
抑
制
と
い
う
こ
と
だ
け
で
な
く
、
公
共
的
利
益
保
護
の
目
的
が
含
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る

G

規
制
緩
和
、
経
営
の
自

由
化
に
は
前
者
の
無
害
性
壱
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
後
者
の
負
担
ま
で
免
れ
よ
う
と
す
る
意
図
が
含
ま
れ
て
い
る
が
、
ア
メ
リ
カ
の

よ
う
な
個
人
交
通
の
発
達
し
て
い
る
国
に
お
い
て
さ
え
、
た
と
え
ば
採
算
本
位
の
鉄
道
旅
行
列
車
の
廃
止
や
路
線
撤
去
は
公
益
性
の
点
で

重
大
な
問
題
と
な
。
て
い
る
。
盟
の
水
と
と
も
に
赤
子
ま
で
流
し
て
し
ま
う
よ
う
な
政
策
の
危
険
性
は
公
共
的
交
通
へ
の
依
存
度
の
高
い

日
本
な
ど
で
は
ず
っ
と
大
き
い
。

ω

H

m

凶
巴
S
F
同§旬、

zh『
話
器
、
。
、

zr。
芯
ぬ
志
向
崎
、
民
V
N
R
H
U
旦
芯
U
F
3
E
-
H
M
仏
国
日
・

ω

ロ
'
司
日
vmwm同
ロ
目
、
同
J
2随一旬、ミ
E
な

富

岡

S
雪
量
肺
門
句
。
書
州
、
R
2
2
h
u。N
R
W
W
H
E
F
M
V
色喧

回
全
体
且
豆
一
間
後
の
関
連
か
ら
一
応
こ
の
よ
う
に
判
断
す
べ
き

r
と
思
わ
れ
る
が
、
教
書
に
は
、
大
量
水
浬
貨
物
の
規
制
に
関
し
て
、
「
こ
れ
(
規
制
除
外
の
一
般
運
送

業
へ
の
拡
大
引
用
者
)
が
現
在
の
不
平
等
を
取
除
く
好
ま
し
い
方
法
だ
と
は
考
え
ら
れ
る
が
、
議
会
は
現
在
の
規
制
除
外
を
廃
止
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
!
iこ
れ
は
規

制
の
強
化
と
な
り
、
安
定
的
で
は
あ
る
が
よ
り
高
い
運
賃
ヰ
を
も
た
ら
し
晶
い
が
|
|
、
す
へ
て
の
迎
送
業
者
を
平
等
な
立
場
に
お
く
方
を
選
ぶ
こ
と
も
で
き
る
。
ど
ち



f

り
の
遣
が
選
ば
れ
る
に
し
て
も
こ
れ
ら
の
貨
物
は
士
連
込
貨
物
の
大
き
な
部
分
を
占
め
て
い
る
の
だ
か
ら
、
連
邦
運
賃
規
制
に
お
い
て
不
平
等
に
有
利
な
取
扱
い
を
引

続
い
て
受
け
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
」
と
い
う
妥
協
的
訣
歩
的
記
述
が
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。

制
同
V
O
岡
崎
ロ

F
S
E
喧
己
主
】
・

同
投
資
額
で
合
衆
函
最
大
の
鉄
道
会
社
で
あ
る
司
ン
シ
ル
グ
エ
エ
ア
鉄
道
の
取
締
役
会
長
サ
イ
ム
ス

G

E

凹
百
日
る
は
、
一
九
六
O
年
九
月
三
O
日
パ

l
ミ
ソ
ガ

ム
で
行
わ
れ
た
コ
柑
来
の
交
通
L
t題
し
た
懇
罰
金
で
、
「
鉄
道
が
=
一
O
年
前
の
健
全
で
活
気
あ
る
地
位
を
と
り
も
ど
L
、
将
来
の
弘
通
で
進
歩
的
役
割
を
果
す
た
め
に

必
要
な
も
コ
と
も
重
要
な
こ
と
は
何
か
と
尋
ね
ら
れ
た
ら
、
私
は
二
百
l
l

合
同
(
目
。
晶
E
)
と
答
え
る
だ
ろ
う
」
と
諮
っ
て
い
る
。
(
司
巳
EshNN
吋

E
昔
、
ミ
E
E
E

E
S♀ヨ同
u

・
NN3

四

交
通
政
策
転
換
を
め
ぐ
る
底
流
と
動
向

あ
た
ら
し
い
交
通
政
策
の
底
流
と
な
り
、
そ
の
形
成
に
微
妙
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
利
害
関
係
集
団
の
動
向
に
つ
い
て
簡
単
に
で
も

ふ
れ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

鉄
道
は
約
七

O
年
に
わ
た
っ
て
多
か
れ
少
な
か
れ
自
己
に
課
せ
ら
れ
た
公
益
産
業
型
の
規
制
を
甘
受
し
て
き
た
が
、
時
と
と
も
に
規
制

を
h

つ
け
て
い
な
い
道
路
運
送
業
や
内
陸
水
運
業
へ
の
規
制
の
拡
大
を
望
ん
だ
。
だ
が
最
近
で
は
規
制
の
撤
廃
を
つ
よ
く
主
張
す
る
よ
う
に

な
っ
て
い
る
。
経
営
の
自
由
に
た
い
す
る
鉄
道
の
要
求
の
成
果
は
ま
ず
一
九
五
五
年
の
「
交
通
政
策
と
組
織
に
関
す
る
大
統
領
諮
問
委
員

会
'---

(
己
記
町
H
O
E品
。
ロ
け
一
切

hrbzg司
円
。
自
自
E
2
0ロ
ロ
E
m
]
V
0
1
]
1
0
E
4
m
v
z
c
a
s
E且
E
ロ)

の
報
告
書

(
い
わ
ゆ
る

4
2
E
問
。
旬
。
ユ
)
と
な
っ
た
。
こ
の
報
告
書
の
勧
告
は
、
鉄
道
の
要
求
に
偏
向
し
す
ぎ
て
い
た
た
め
、
議
会
で
多
数
の
賛
同
を
得
ら
れ

な
か
っ
た
が
、
鉄
道
問
題
と
り
わ
け
旅
客
輸
送
の
危
機
に
注
意
を
向
け
さ
せ
る
の
に
成
功
し
、
す
で
に
ふ
れ
る
と
こ
ろ
の
あ
勺
た
一
九
五

八
年
の
交
通
法
を
成
立
さ
せ
る
契
機
と
な
っ
た
。
鉄
道
資
本
が
こ
の
よ
う
に
規
制
緩
和
を
望
ん
で
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
か
れ
ら
が
無
条

現
代
交
通
政
能
の
基
本
動
向

第
九
十
四
巻

E司

王ζ

第
五
号

Jc 



現
代
交
通
政
策
の
基
本
動
向

第
九
十
四
巻

四
一
六

第
五
号

。

件
で
交
通
業
の
自
由
競
争
を
欲
し
て
い
る
と
考
え
て
は
な
ら
な
い
。
思
い
通
り
に
で
き
る
も
の
な
ら
、
非
規
制
運
送
業
者
の
蚕
食
に
た
い

す
る
番
犬
と
し
て
の
州
際
商
業
委
員
会
の
役
割
壱
強
化
し
た
い
と
考
え
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
委
員
会
が
鉄
道
の
競
争
者
を
甘
や
か
し

て
い
る
と
非
難
し
な
が
ら
も
州
際
商
業
委
員
会
や
そ
の
統
制
機
構
を
廃
止
せ
よ
と
は
鉄
道
は
い
わ
な
い
の
で
あ
る
。

規
制
を
う
吋
て
い
る
道
路
運
送
業
者
や
水
運
業
者
は
、
運
賃
の
自
由
化
と
い
う
鉄
道
の
要
求
を
攻
撃
し
、
鉄
道
は
こ
れ
を
利
用
し
て
経

済
的
弱
者
で
あ
る
自
分
た
ち
を
圧
殺
し
に
か
か
ろ
う
と
し
て
い
る
と
主
張
し
て
い
る
。
か
れ
ら
は
、

一
九
三

O
l四
0
年
代
に
い
か
に
道

路
運
送
業
者
が
鉄
道
の
略
奪
的
攻
撃
の
餌
食
と
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
語
り
、
第
二
次
大
戦
後
の
沿
岸
航
運
の
衰
退
を
鉄
道
の
差
別
運
賃
競

争
に
帰
し
て
い
る
。
道
路
運
送
業
者
や
水
運
業
者
は
、
そ
れ
が
鉄
道
の
独
占
力
の
復
活
と
い
う
危
険
性
を
は
ら
ん
で
い
る
と
い
う
理
由
で
、

鉄
道
規
制
の
解
除
や
緩
和
に
つ
よ
く
反
対
し
て
い
る
。

鉄
道
、
道
路
運
送
業
、
内
陸
水
還
は
相
互
に
対
立
し
、
攻
撃
し
あ
い
な
が
ら
、
規
制
を
=
つ
け
て
い
る
一
般
運
送
業
と
い
う
立
場
で
は
、

一
致
し
て
非
規
制
運
送
業

(
2
0
E
1
2
5
2
)
壱
共
通
の
敵
と
し
て
、
そ
の
特
権
の
不
当
を
批
判
し
て
や
ま
な
い
。
些
一
か
不
思
議
な
の

は
、
免
制
業
者
ー
と
同
じ
く
一
般
運
送
業
の
分
野
に
全
面
的
に
侵
蝕
し
て
い
る
の
に
、
プ
一
y
イ
ベ

I
ト
・
ヤ
ア
リ
ア
]
に
た
い
し
て
は
比
較

的
寛
大
な
こ
と
で
あ
る
。
主
要
な
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
・
キ
ア
リ
7

1
が
同
時
に
一
般
運
送
業
者
に
と
っ
て
大
荷
主
で
あ
る
事
実
が
そ
の
聞
の

事
情
巷
説
明
し
て
く
れ
よ
う
。

一
般
国
民
は
ど
う
か
。
世
論
と
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
み
る
限
り
規
制
の
緩
和
に
同
調
的
の
よ
う
で
あ
h
o
あ
た
ら
し
い
交
通
政
策
が
複

雑
な
階
層
的
地
域
的
構
成
壱
も
っ
て
い
る
国
民
生
活
に
及
ぼ
す
効
果
に
つ
い
て
正
確
な
損
益
計
算
書
壱
作
成
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
が
、

一
般
国
民
の
場
合
、
交
通
市
場
に
お
け
る
競
争
の
発
展
に
よ
コ
て
、
本
源
的
に
鉄
道
独
占
の
拘
束
の
た
め
に
生
れ
た
こ
み
い
っ
た
規
制
メ

カ
ユ
ズ
ム
の
多
く
は
余
計
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
思
想
が
直
観
的
に
侵
透
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

般



保
守
的
な
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
は
こ
の
よ
う
な
惣
潮
を
代
弁
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
伝
統
的
な
反
中
央
集
権
的
感
情
や
鉄
道
を
握
っ

て
い
る
金
融
財
閥
資
本
と
の
結
び
つ
き
も
見
落
す
わ
け
に
は
い
く
ま
い
。
世
論
に
み
る
州
際
商
業
委
員
会
へ
の
強
い
支
持
は
少
く
、
そ
の

権
限
の
大
巾
な
削
減
に
た
い
す
る
大
衆
的
反
械
は
起
り
そ
う
に
な
い
。
こ
の
よ
う
な
動
向
が
二
大
政
党
に
も
反
映
し
、
民
主
、
共
和
同
党

と
も
に
ケ
ネ
デ
ィ
教
書
で
提
起
さ
れ
た
交
通
政
策
の
自
由
化
に
た
い
し
て
条
件
付
賛
成
の
立
場
壱
左
ら
す
に
い
た
っ
て
い
る
。

興
味
の
あ
る
の
は
産
業
界
の
立
場
で
あ
る
。
産
業
資
本
は
い
う
ま
で
も
な
く
一
般
運
送
業
の
顧
客
で
あ
る
と
と
も
に
自
動
車
を
主
と
す

る
自
己
運
送
手
段
を
も
ち
、
業
種
に
よ
っ
て
は
免
制
水
運
業
の
大
荷
主
で
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
複
雑
な
立
場
は
産
業
資
本
の
交
通
政
策

に
た
い
す
る
統
一
的
な
要
求
の
集
約
化
を
阻
み
、
地
域
、
業
種
、
企
業
に
よ
っ
て
力
点
の
お
き
ど
こ
ろ
に
差
異
を
生
ぜ
ず
に
は
お
か
な
い

で
あ
ろ
う
。

産
業
界
の
複
雑
な
立
場
の
一
端
を
示
す
一
調
査
が
ネ
ル
ソ
ソ
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
て
い
る

Q

交
通
業
に
た
い
す
5
経
済
的
規
制
に
関
し

て
ト
ッ
プ
・
マ
ネ
ジ
メ

ν
ト
と
運
輸
部
門
担
当
者
と
の
聞
に
か
な
り
の
見
解
の
不
一
致
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ト
ヅ
。
フ
・
マ
ネ
e
/

メ
γ

ト
は
運
輸
部
門
担
当
者
に
較
ベ
て
、
規
制
が
強
す
ぎ
る
と
考
え
て
お
り
、

I
C
C
に
よ
る
競
争
の
制
限
の
必
要
性
か
」
感
じ
て
い
る
者
が
よ

り
少
く
、

I
C
C
の
権
限
の
大
巾
削
減
に
た
い
す
る
反
対
は
よ
り
少
い
と
い
う
特
徴
が
示
さ
れ
て
い
あ
。
運
輸
部
門
担
当
者
が
T

て
フ
・

マ
ネ
ジ
メ

y
ト
に
必
ず
し
も
従
属
的
で
な
い
よ
り
保
守
的
な
見
解
を
も
っ
て
い
る
理
由
と
し
て
、
ゆ
運
輸
部
門
担
当
者
の
前
歴
に
よ
る
鉄

近
、
道
路
運
送
業
な
ど
の
支
配
的
見
解
の
影
響
、

ω現
在
の
政
策
か
ら
利
益
を
得
て
い
る
荷
主
グ
ル

l
デ
の
存
在
、
同
開
運
輸
部
門
担
当
者

の
思
考
様
式
を
支
配
し
て
い
る
狭
い
時
代
お
く
れ
の
突
通
経
済
学
的
知
識
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

-(
 

2
 

(
 

た
と
え
ば
一
九
五
八
年
一
一
一
月
三
日
の
『
ラ
イ
フ
』
誌
の
論
説
ロ

国

-
P
E
Z
E
S
F
三
回
ロ
件
。
日
早
口
。
ロ
E
n
g
E
叶
戸
ロ
m
u
。
2
E
S
P
.
-
円
君
、
。
氏
、
3
S
N

ミ
国
号
室
内
u
p
k
μ
匂
口
-
E宮
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現
代
交
通
政
棋
の
基
本
動
向

帥
こ
の
調
査
は
ワ
ジ
γ
ト
ン
大
学
産
業
経
営
学
部
の
行
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
全
国
的
規

模
で
ト
ヅ
プ
マ
永
ジ
メ
γ
ト五
0
0
人
、
運
輸
部
門
垣
当
者
五
O
O
人
に
宮
間
が
な
さ

れ
、
前
者
で
二
一

O
、
後
者
で
二
一
四
の
何
事
が
あ
っ
た
。
質
問
項
目
及
び
回
答
教
は
下

衰
の
通
り
で
あ
ろ
。

五

む
す
び
|
|
交
通
基
本
問
題
調
査
会

答
申
批
判

ケ
ネ
デ
ィ
教
書
に
つ
い
て
は
、
第
二
部
「
都
市
交
通
L

に
関
し
て
も
諭
ぜ

ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
余
裕
が
な
い
の
で
別
の
機
会
に
譲
る
と
し
て
、
交

通
基
本
問
題
調
査
会
答
中
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。
も
っ
と
も
と
れ
と

て
紙
数
の
制
限
で
二
、
一
二
の
要
点
指
摘
に
と
ど
め
ね
ば
な
ら
な
い
が
。

答
申
の
基
本
思
想
に
つ
い
て
は
冒
頭
で
述
べ
た
。
そ
れ
は
現
代
資
本
主
義

の
交
通
政
策
の
方
向
に
基
本
線
で
一
致
し
た
政
策
論
で
あ
る
。
だ
が
日
本
の

交
通
情
況
に
は
上
述
し
た
ア
メ
リ
カ
な
ど
と
は
次
の
点
で
大
き
な
相
違
が
あ

庁王子7す口踊ffl¥F1I)!I 

|ネジメ‘ト 当者

国割土住竺l竺ー」

;ロ…:¥56;

劃… |131620
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第
九
十
四
巻

四

ノ、

第
主
号

11)交通業は 規制されすぎている

規制が足らない

適度に規制されている

f珂質

苦1

品

不必

I亡C の腕争制限は2) 

3) 

る
。
伺
答
申
も
強
調
し
て
い
る
よ
う
に
、
著
し
い
交
通
投
資
の
不
足
、
輸
送
力
道
迫
。

ω交
通
構
成
に
み
る
後
進
性
と
一
般
運
送
業
、
鉄
道

の
強
固
な
地
位
。
近
年
道
路
交
通
の
発
展
は
著
し
い
が
、
先
進
問
よ
り
は
る
か
に
劣
り
、
と
く
に
旅
客
輸
送
で
の
鉄
道
の
優
位
は
な
お
圧

倒
的
で
あ
る
(
第
7
表
参
照
)
。
ゆ
プ
ラ
イ
ベ
い
ト
・
キ

r
リ
ア

1
は
存
在
す
る
が
、
道
路
・
水
速
の
非
規
制
運
送
業
は
い
な
い
。

制
幹
線
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riiET 
鉄
道
が
固
有
国
営
で
あ
る
こ
と
な
ど
ハ
西
欧
ー
と
は
同
じ
〕
。

お
よ
そ
交
通
政
策

が
部
分
的
な
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
ず
綜
合
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は

自
明
の
理
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
合
県
的
交
通
市
場
の
確
立
、
合
理
的
分
業

体
系
の
創
出
と
い
う
考
え
方
は
抽
象
的
に
は
一
見
批
判
の
余
地
は
な
い
よ
う

に
み
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
日
本
の
現
実
に
適
用
さ
れ
る
場
合
幾
多

の
問
題
点
が
あ
る
。
最
大
の
問
題
点
は
、

い
ま
指
摘
し
た
わ
が
国
交
通
の
特

殊
性
が
、

い
わ
ゆ
る
綜
合
的
交
通
政
策
、
合
理
的
交
通
市
場
の
確
立
を
妨
げ
、

こ
れ
と
矛
盾
す
る
面
を
多
分
に
も
っ
て
い
る
と
い
市
つ
こ
と
で
あ
る
。
答
申
白

体
こ
の
事
実
に
気
ず
き
、
理
論
的
に
つ
じ
つ
ま
を
合
そ
う
と
し
て
い
る
が
、

失
敗
せ
ざ
る
壱
え
な
い
。
ま
ず
上
の

ωの
特
殊
情
況
か
ら
し
て
、
巨
額
の
交

通
投
資
が
必
要
と
さ
れ
、
国
家
の
果
す
べ
き
役
割
が
大
で
あ
る
が
、
利
用
者

負
担
原
則
の
強
調
は
、
保
守
政
権
下
で
は
、
な
さ
る
べ
き
多
〈
の
こ
と
が
放

棄
さ
れ
た
ま
ま
、
安
易
な
大
衆
負
担
の
増
大
に
導
く
怖
れ
が
つ
よ
い
。
大
衆

負
担
運
賃
引
上
壱
合
理
化
す
る
た
め
に
西
欧
諸
国
に
比
較
し
て
家
計
に
占
め
る
交
通
費
比
率
の
低
い
こ
と
と
消
費
者
物
価
上
昇
に
た
い

r

る
交
通
費
の
寄
与
市
中
の
低
い
事
実
が
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
(
答
申
で
明
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
)
。

西
欧
よ
り
は
る
か
に
所
得

水
準
、
生
活
水
準
が
低
く
、
衣
食
住
の
基
本
欲
求
に
多
く
を
さ
か
ね
ば
な
ら
な
い
わ
が
国
の
場
合
交
通
費
が
低
く
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

現
代
交
通
政
策
の
基
本
動
向

は
当
然
で
あ
っ
て
、
運
賃
引
上
の
県
由
と
は
な
ら
な
い
。
ま
た
運
賃
引
上
は
需
要
の
抑
制
に
役
立
つ
、
と
い
う
考
え
々
も
あ
る
が
、
本
末
願

第
九
十
四
巻

四

九

第
五
号



現
代
交
通
政
策
の
乱
本
動
向

第
九
十
四
巻

目

。
第
五
号

四

倒
し
た
議
論
て
あ
る
。
交
通

(
U通
路
)
投
資
の
基
本
的
源
泉
は
財
政
に
求
め
ら
る
べ
き
で
あ
る
。

事
実
、

道
路
に
つ
い
て
は
答
申
は

般
財
源
か
ら
の
よ
り
以
上
の
支
出
を
主
張
し
て
い
る
。
こ
れ
は
利
用
者
負
担
原
則
と
矛
盾
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
道
路
投
資
の
必
要

性
を
認
め
て
し
ば
ら
く
お
く
と
し
て
も
、
鉄
道
に
つ
い
て
は
通
勤
・
通
学
の
定
期
割
引
の
不
当
性
の
み
強
調
さ
れ
て
財
政
支
出
の
必
要
性

に
始
ん
ど
言
及
し
て
い
な
い
の
は
い
か
な
る
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
れ
。
高
率
通
勤
割
引
が
勤
労
者
を
媒
介
に
実
質
的
に
は
企
業
殊

に
大
企
莱
に
恩
恵
を
与
え
て
い
る
不
合
理
は
認
め
ら
れ
る
に
し
て
も
、
賃
金
水
準
の
低
い
中
小
・
零
細
企
業
や
公
務
員
労
働
者
の
多
〈
に

企
業
負
担
が
な
い
か
、
あ
っ
ー
も
部
分
的
で
あ
る
と
い
う
事
実
に
た
い
す
る
適
切
な
配
慮
な
し
に
、
そ
の
不
当
性
の
み
を
過
大
に
土
張
1

る
の
は
正
し
く
な
い
。
公
共
負
担
は
大
衆
へ
の
転
嫁
で
な
く
一
般
会
計
に
要
求
す
る
の
が
豆
し
い

h
向
で
あ
る
。
日
本
は
ア
メ
リ
カ
な
ど

と
呉
っ
て
鉄
道
通
勤
運
賃
引
上
に
乗
用
車
へ
の
転
換
に
よ
っ
て
抵
抗
す
る
に
は
ほ
と
速
く
、
そ
の
独
占
性
は
ま
だ
高
い
。
通
学
定
期
に
一
ツ

い
て
も
同
様
で
、
む
し
ろ
長
距
離
学
割
が
検
討
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
公
共
負
担
は
旅
客
の
み
で
は
な
い
。
貨
物
割
引
に
言
及
し
て
い
な
い

の
は
ど
う
い
う
理
由
か
。
よ
り
い
っ
そ
う
理
解
に
苦
し
む
の
は
、
合
理
的
交
通
市
場
確
立
の
前
提
条
件
と
し
て
「
自
立
的
採
算
経
営
」
の

原
則
を
強
く
叫
び
な
が
ら
、
原
価
を
償
っ
て
い
な
い
は
ず
の
貨
物
運
焦
に
つ
い
て
単
に
等
級
制
度
の
検
討
の
方
向
し
か
示
さ
れ
て
い
な
い

こ
と
で
あ
る
。
通
勤
・
通
学
割
引
率
の
引
下
よ
り
も
こ
の
方
が
先
だ
と
い
う
多
く
の
声
に
た
い
し
て
答
申
は
い
か
な
る
理
論
告
用
意
し
て

い
る
の
で
あ
る
う
か

G

通
勤
・
通
学
割
引
の
一
般
乗
客
運
賃
に
よ
る
負
担
を
疑
問
だ
と
し
て
い
る
が
、
同
様
の
論
理
で
、
旅
客
運
賃
収
入

に
よ
る
貨
物
運
賃
赤
字
の
カ
パ
ー
も
疑
問
で
は
あ
る
ま
い
か

Q

ω
一
九
五
九
年
函
連
統
計
斗
組
に
よ
れ
ば
、
総
事
計
支
山
刊
に
占
め
る
交
通
過
信
費
の
割
合
は
ア
メ
リ
カ
一
四
%
、
イ
ギ
リ
ス
一
O
%
、
フ
ラ
ン
ス
八
%
、
イ
タ
リ
ア
八
%
、

日
本
二
二
%
と
な
っ
て
お
り
、
ま
た
昭
和
三
六
年
、
=
七
年
平
均
で
消
費
者
物
価
の
上
昇
率
六
七
%
に
た
い
し
て
突
通
通
信
費
は
=
一
一
一
一
%
、
寄
与
弔
一
五
%
と

い
う
数
字
が
出
て
い
る
(
運
輸
省
嗣
『
運
輸
経
済
図
説
』
七
八
九
頁
Y



帥
全
〈
ふ
れ
て
い
な
い
と
い
え
ば
反
論
が
あ
ろ
う
カ
ら
害
添
え
て
お
く
と
、

J1埴
企
業
の
投
資
能
力
を
緊
急
に
増
強
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
、
「
開
又
は
公
共
団
体
の
資

金
を
投
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
と
も
起
る
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
サ
ソ
フ
ラ
ン
ジ
ス
コ
情
山
主
角
速
鉄
道
建
設
に
た
い
す
る
公
共
支
出
の
例
が
あ
げ
て
あ
る
。
だ
が

そ
の
程
調
は
す
こ
ぶ
る
弱
い
。

ω
昭
和
=
七
年
で
み
る
に
、
旅
客
(
一
大
キ
ロ
当
り
)
は
原
価
一
五
一
二
九
銭
に
た
い
し
て
運
賃
一
九
六
四
八
銭
と
な
っ
て
い
る
の
に
反
し
C
貨
物
(
一
ト
ン
キ
ロ

当
り
)
は
原
価
三
五
五
三
O
銭
に
た
い
し
て
三
四
五
回
二
時
と
明
ら
か
に
採
算
割
れ
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
事
実
は
一
時
的
現
象
で
は
な
く
、
一
貫
し
た
構
造
的
特

徴
で
あ
る
(
昭
和
三
七
年
『
鉄
道
要
覧
』
一
四
五
頁
)
。

現
代
交
通
政
策
の
提
木
励
向

第
九
十
四
巻

四

第
五
号

五


